
介護保険制度について

令和７年度 高齢者福祉・介護保険担当職員新任研修

1

愛知県福祉局高齢福祉課
介護保険企画・審査グループ



１．介護保険制度の背景と理念

２．介護保険制度の基本的な仕組み

３．介護保険制度の現状と今後

2



3

介護保険制度創設の老人福祉・老人医療政策

資料：厚生労働省作成資料



介護保険制度の導入の背景と基本的な考え方

4資料：厚生労働省作成資料



介護保険法

5

（目的）

第１条 この法律は,加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状
態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理そ
の他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に
応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉
サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設
け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上
及び福祉の増進を図ることを目的とする。

（介護保険）
第２条 介護保険は、被保険者の要介護状態又は要支援状態（以下「要介護状態等」と

いう。）に関し、必要な保険給付を行うものとする。
２ 前項の保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとと

もに、医療との連携に十分配慮して行われなければならない。
３ 第一項の保険給付は、被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、

被保険者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事
業者又は施設から、総合的かつに効率的に提供されるよう配慮して行われなければ
ならない。

４ 第一項の保険給付の内容及び水準は、被保険者が要介護状態となった場合において
も、可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営
むことができるように配慮されなければならない。
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費用の９割分
（一部７～８割分）

第１号被保険者
・65歳以上の者

第２号被保険者
・40歳から64歳までの者

保険料

原則年金からの天引き

全国プール

国民健康保険 ・
健康保険組合など

１割負担（一部２～３割）

サービス提供

加 入 者 （被保険者）

市 町 村 （保険者）

２３％ ２７％

税 金

保険料

市町村 都道府県 国
１２．５％ １２．５％（※） ２５％（※）

財政安定化基金

（令和６～８年度）

個別市町村

居住費・食費

要介護認定

請求

※施設等給付の場合は、

国２０％、都道府県１７．５％

５０％

５０％

人口比に基づき設定

サービス事業者
○在宅サービス
・訪問介護
・通所介護 等

○地域密着型サービス
・定期巡回・随時対応型訪問
介護看護

・認知症対応型共同生活介護 等

○施設サービス
・老人福祉施設
・老人保健施設 等
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介護保険の保険者と制度の仕組み

資料：厚生労働省作成資料



介護保険制度の被保険者（加入者）

8資料：厚生労働省作成資料を一部加工
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介護保険の財源構成と規模
(令和６年度予算ベース 介護給付費：13.2兆円 総費用べース：14.2兆円）資料：厚生労働省作成資料



保険料徴収の仕組み
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（27％）

（23％）

資料：厚生労働省作成資料を一部加工

※国の負担分のうち５％は調整交付金であり、７５歳以上の方の数や
高齢者の方の所得の分布状況に応じて増減。

※施設等給付費（都道府県が指定券を有する介護老人福祉施設、介
護老人保健施設、介護医療院、特定施設に係る給付費）は国２０％、
都道府県１７．５％



第１号被保険者の保険料

○ 介護保険事業計画期間（３年）ごとに、保険者ごとに、期間中の介護保険給付費見込額の
２３％（2024～2026）に相当する額を、第１号被保険者の保険料として設定。

○ 個人の保険料は、低所得者に配慮し負担能力に応じた負担を求める観点から、市町村民
税の課税状況に応じて、段階別に賦課される。（標準は１３段階。１４段階以上の弾力設定可）
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6,014円/月
(第８期(2021～2023)
の全国平均額)

資料：厚生労働省作成資料

6,225円/月
(第９期(2024～2026)
の全国平均額)
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介護保険サービスの体系

資料：厚生労働省作成資料



介護サービスの種類

13資料：厚生労働省作成資料この他、居宅介護（介護予防）住宅改修、介護予防・日常生活支援総合事業がある。



介護給付・地域支援事業の全体像

14資料：厚生労働省作成資料
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介護サービス利用の手続き

資料：厚生労働省作成資料



要介護認定制度について

16資料：厚生労働省作成資料



ケアプランの作成状態

地域包括支援センター
事業対象者

要支援１～２

居宅サービス（居宅介護支援事業者）
施設サービス（介護保険施設）

要介護１～５
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(自立)

利用限度額（月額）

50,320円要支援１

105,310 円要支援２

167,650 円要介護１

197,050 円要介護２

270,480 円要介護３

309,380 円要介護４

362,170 円要介護５

要介護認定区分とサービス利用



主な介護施設・事業所の概要①
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資料：厚生労働省作成資料を一部加工

約11,000箇所 約83万人

参考：愛知県（施設数：約４３０か所／利用者数： 約３．８万人)

約１１，０００か所 ／ 利用者数 ： 約８３万人



主な介護施設・事業所の概要②
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資料：厚生労働省作成資料を一部加工

約４７，０００か所／利用者数 ：約２３５万人

参考：愛知県（事業所数 ：約２４００か所／利用者数 ：約１１．３万人)



主な介護施設・事業所の概要③
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資料：厚生労働省作成資料を一部加工

参考：愛知県（事業所数 ：約１，９００か所／利用者数 ：約７．８万人)

身体介護

生活援助

調理や洗濯、掃除など身体介護以外の日常生活の援助
（ただし、直接本人の援助に該当しない行為（本人以外の調理、居室以外の掃除等）や、日常生活の援助に
該当しない行為（庭の草むしり、ペットの世話、植木の水やり、家具等の移動等）は頼めません。）

約３７，０００か所／利用者数 ：約１５９万人



介護報酬の基本的な構造
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資料：厚生労働省作成資料を一部加工

（参考）
３級地（名古屋市、刈谷市、豊田市）
５級地（知立市、豊明市、みよし市）、その他市町村（６級地～）



主な介護サービス利用に要する自己負担の目安（例）
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その他の主な費用（平均）
＋日用品

自己負担（１割負担の場合）
（基本分＋α（加算分））

単位区分サービス

居住費（２．８万円）
食 費（４．４万円）

要介護３～５
２．２万円～２．７万円＋α月額

多床室
(相部屋)①介護老人福祉施設

（特別養護老人ホーム） 居住費（６．３万円）
食 費（４．４万円）

要介護３～５
２．５万円～２．９万円＋α月額

ユニット
(個室)

食費（５００円～１，０００円）
要介護１～５

３８８円～６１７円＋α半日
4時間～5

時間②通所介護
（デイサービス）
＜通常規模＞ 食費（５００円～１，０００円）

要介護１～５
６５８円～１，１４８円＋α１日

7時間～8
時間

（参考）その他の時間区分あり
１時間以上区分は、

３０分増すごとに８２円加算

要介護１～５
２４４円＋α１回

身体介護
20～30分

③訪問介護
（ホームヘルパー） （参考）その他時間区分あり

要介護１～５
１７９円＋α

１回
生活援助
20～45分

（参考）片道
要介護１～５
９７円＋α

１回
通院等

乗降介助

（注）１ 基準費用（１単位10円の場合）及び自己負担は目安であり、実際に要する費用はお住いの市町村や御利用になる事
業所ごとに異なります。

２ 施設における１日あたりの居住費・食費の平均的な費用の額（基準費用額）
・居住費（多床室（特養915円、ユニット型個室2,066円） ・食費1,445円（日額）

資料：愛知県高齢福祉課作成資料
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利用者負担

資料：厚生労働省作成資料一部加工

※１ 居宅サービスについては、要介護度に応じた支給限度基準額（保険対象費用の上限）が設定されている。
※２ 居宅介護支援は全額が保険給付される。

「合計所得金額160万円以上」かつ、「年金収入＋その他合計所得金額280万円以上（単身世帯の場合。夫婦世帯の場合346万円以上）」の場合は、２割負担。
「合計所得金額220万円以上」かつ、「年金収入＋その他合計所得金額340万円以上（単身世帯の場合。夫婦世帯の場合463万円以上）」の場合は、３割負担。

※３ 日常生活費とは、サービスの一環で提供される日常生活上の便宜のうち、日常生活で通常必要となる費用。（例：理美容代、教養娯楽費用、預かり金の管
理費用）

※４ 介護保険３施設・ショートステイにおいては居住費、食費の軽減

※４



高額介護（介護予防）サービス費（R6.8改正）

24資料：厚生労働省作成資料

80.9万円（R7.8改正予定）



食費・居住費の基準費用額・負担限度額（R6.8改正）
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80.9万円
R7.8改正予定

資料：厚生労働省作成資料

※

※：R7.8～ 室料を徴収する場合：697円（2.1万円）、室料を徴収しない場合：437円（1.3万円）
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住所地特例

○ 被保険者が介護保険施設等へ入所又は入居することにより施設の所在地に市町村の区域を
超えて住所を移転した場合は、保険者の異動は行わず、引き続き従前市町村（住所移転前に保
険者であった市町村）の被保険者のままとする。（介護保険法第13条）

【住所地特例対象施設】
・定員30人以上の特別養護老人ホーム ・老人保健施設 ・介護医療院
・特定施設（養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、有料老人ホームに該当するサービス付
き高齢者向け住宅）のうち、地域密着型特定施設(介護保険法第8条第21項)でないもの

資料：厚生労働省作成資料
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これまでの２５年間の対象者、利用者の増加（全国）

28出典：介護保険事業状況報告令和６年３月及び５月月報

○介護保険制度は、制度創設以来２５年を経過し、65歳以上被保険者数が約1.7倍に増加するなかで、サービス利用者は約３．６倍
に増加。高齢者の介護になくてはならないものとして定着・発展している。○

２０２４年３月末２０００年4月末

１．７倍３，５８９万人⇒２，１６５万人第1号被保険者数

① 65歳以上被保険者の増加

② 要介護（要支援）認定者の増加

２０２４年３月末２０００年4月末

３．２倍７０８万人⇒２１８万人認定者数

③ サービス利用者の増加

２０２４年３月２０００年4月
４．４倍４２５万人⇒９７万人在宅サービス利用者数

１．８倍９６万人⇒５２万人施設サービス利用者数

９１万人－地域密着型サービス利用者数

３．６倍５３２万人⇒１４９万人計



介護給付費の増加、保険料の上昇（全国）
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65歳以上が支払う保険料（全国平均・愛知県）

参考：愛知県（給付費）
H13（1,656億円）⇒ R4（5,103億円）

月額・加重平均
第1期

（H12-14年度）

（2000-2002）

第2期
（H15-17年度）

（2003-2005）

第3期
（H18-20年度）

（2006-2008）

第4期
（H21-23年度）

（2009-2011）

第5期
（H24-26年度）

（2012-2014）

第6期
（H27-29年度）

（2015-2017）

第7期
（H30-R2年度）

（2018-2020）

第8期
（R3-5年度）

（2021-2023）

第9期
（R6-8年度）

（2024-2026）

2,911円 3,293円 4,090円 4,160円 4,972円 5,514円 5,869円 6,014円 6,225円
（−） （+13.1％） （+24.2％） （+1.7％） （+19.5％） （+10.9％） （+6.4％） （+2.5％） （+3.5％）

2,737円 2,946円 3,993円 3,941円 4,768円 5,191円 5,526円 5,732円 5,957円
（−） （+7.6％） （+35.5％） （-1.3％） （+21.0％） （+8.9％） （+6.5％） （+3.7％） （+3.9％）

愛知県
（対前期比）

全国
（対前期比）

資料：厚生労働省作成資料を一部加工



保険料（月額・加重平均）《都道府県・県内（第9期：R6～8）の状況》

順位保険料都道府県名

１7,486大阪府

２6,955沖縄県

３6,715青森県

４6,608京都府

５6,565秋田県

―6,225全国平均

高い順 単位：円 低い順 単位：円

順位保険料市町村名

１6,950名古屋市

２6,864豊山町

３6,317一宮市

４6,294半田市

５6,283知多北部
広域連合

順位保険料市町村名

１4,600美浜町

２4,783犬山市

３4,900みよし市

４4,906小牧市

５4,930東三河
広域連合

順位保険料都道府県名

１5,568山口県

２5,609茨城県

３5,647長野県

４5,738北海道

５5,744山梨県

１１5,957愛知県

30資料：愛知県高齢福祉課作成資料



少子高齢化の進行（全国）

31資料：財務省作成資料



人口構造の推移（全国）

32資料：厚生労働省作成資料
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７５歳以上人口の推移、８５歳以上人口の推移（全国）

資料：厚生労働省作成資料



年齢階級別の認定率、１人当たり介護給付費（全国）

34
資料：厚生労働省作成資料



介護が必要になった主な原因（全国：上位３位）

35資料：厚生労働省「２０２２年国民生活基礎調査」

２０２２年（単位:％）

第３位第２位第１位現在の要介護度

13.9 骨折・転倒16.1 脳血管疾患（脳卒中）16.6 認知症総 数

16.1 骨折・転倒17.4 高齢による衰弱19.3 関節疾患要支援者
12.2 骨折・転倒18.7 関節疾患19.5 高齢による衰弱要支援１

15.5高齢による衰弱19.6骨折・転倒19.8 関節疾患要支援２

13.0骨折・転倒19.0脳血管疾患
（脳卒中）

23.6認知症要介護者

13.1骨折・転倒14.5 脳血管疾患（脳卒中）26.4 認知症要介護１

11.0骨折・転倒17.5脳血管疾患（脳卒中）23.6認知症要介護２

12.8骨折・転倒19.6 脳血管疾患（脳卒中）25.3認知症要介護３

14.4認知症18.7骨折・転倒28.0 脳血管疾患（脳卒中）要介護４

11.3骨折・転倒23.1認知症26.3脳血管疾患（脳卒中）要介護５

注：「現在の要介護度」とは、２０２２年６月の要介護度をいう。

○ 要支援者では「関節疾患」が19.3％で最も多く、次いで「高齢による衰弱」が17.4％となっている。
○ 要介護者では「認知症」が23.6％で最も多く、次いで「脳血管疾患（脳卒中）」が19.0％となって
いる。

資料：愛知県高齢福祉課作成資料
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高齢者人口、認知症高齢者等の増加（全国）
資料：厚生労働省作成資料
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都道府県別の75歳以上高齢者の状況（2021→2040)

○75歳以上人口の増加は東京、愛知、大阪圏において特に大きく、各地方の中心地域においても大きい。
○2021年から、2025年の増加数と2040年の増加数を比較すると、2040年の増加数が大きい。
○2021年から2040年の増加数については、85歳以上人口の伸びが大きい。

資料：厚生労働省作成資料
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第９期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数

○ 第９期介護保険事業計画の介護サービス見込み量等に基づき、都道府県が推計した介護職員の必要数を集計すると
、・２０２６年度には約２４０万人（＋約２５万人（６．３万人/年））
・２０４０年度には約２７２万人（＋約５７万人（３．２万人/年））
※（ ）内は２０２２年度（２１５万人）比

２０４０年度２０２６年度２０２２年度介護職員の必要数

約２７２万人約２４０万人約２１５万人全国

約１４．５万人約１２．８万人約１０．５万人愛知県

資料：厚生労働省作成資料を一部加工



介護職員数の推移

39資料：厚生労働省作成資料を一部加工

○ 介護保険法の施行以来、要介護（要支援）認定者数は増加しており、サービス量の増加に伴い介護職
員数も約3.9倍に増加している。



介護分野における人材確保の状況と労働市場の動向

40

資料：厚生労働省作成資料



介護職員の現状（就業形態・年齢構成）

41
資料：厚生労働省作成資料



介護等分野における賃金・離職の状況

42資料：厚生労働省作成資料



43資料：厚生労働省作成資料
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地域包括ケアシステムの構築について

資料：厚生労働省作成資料
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今後の介護保険制度改革の全体像

資料：厚生労働省作成資料
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介護保険制度の主な改正の経緯

資料：厚生労働省作成資料



制度改正
の議論

法案提出を
目指し検討

第８期計画

3月24日議論開始
年内とりまとめ

法案閣議決定
⇒国会提出⇒成立

社会保障審議
会介護保険部
会で議論

47資料：厚生労働省作成資料



まとめ
○ 介護保険制度は、2000年の創設から25年を迎える

⇒ サービス利用は３倍を超え、介護が必要な高齢者やその家族の生活を支える
ものとして、着実に定着・発展してきた

○ 団塊世代が75歳以上となる2025年を迎える

⇒ 地域包括ケアシステム（高齢者等が、住み慣れた地域で、人生の最後まで暮
らし続けられることを可能にする仕組み）の進化・推進を図る

○ 高齢者人口がピークを迎える2040年を見据え

⇒ 85歳以上人口の急増、高齢者の単独世帯や夫婦のみ世帯の増加、認知症高
齢者の増加により、介護サービス需要の更なる増加・多様化・複雑化が見込ま
れる一方、生産年齢人口の急減が見込まれることから、これまで以上に中長期
的な視点による高齢者を支える人的基盤の強化・生産性の向上は喫緊の課題

48

今後２０４０年に向けて、介護保険制度が果たす役割は一層大きくなる

制度の持続可能性の確保のための見直しを不断に実施
同時に介護保険制度への国民の信頼を高めていくことも重要


